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一般社団法人 高知県作業療法士会 ホームページ管理運用規程 

 

 

第１条 目的 

この規程は、一般社団法人高知県作業療法士会（以下当会）のホームページの管理運用

に関し、必要な事項を定める。 

 

第２条 運用管理者 

当会の事務局長をホームページの運用管理者とし、運用管理者は次の事務を分掌する。 

（１）管理者はホームページの統括管理及び、メンテナンスを含むシステム管理を行う。 

（２）最新の情報の発信と掲載する情報の内容及びデザイン等を定期的に確認する。 

（３）その他運用全般に関すること。 

 

第３条 掲載する情報 

 当会では、次の情報をホームページに掲載するよう努めるものとする。 

（１）当会の事業に関する情報 

（２）当会の会員又は市民の閲覧に供するために作成された各種の書類、パンフレット等 

の情報 

（３）当会の会員又は市民に周知させることを目的として作成した情報 

（４）その他理事会が公益上必要と認める情報 

 

第４条 掲載の決裁 

 ホームページの掲載については、新規、更新を問わず、理事会の決裁を得てこれを行う。 

 

第５条 掲載内容の制限 

当会ホームページには、次に該当するものは掲載しない。また、当会ホームページから 

のリンク先についてもこれを適用する。 

（１） 法令又は条例に違反するもの、違反する恐れのあるもの 

（２） 公序良俗に反するもの 

（３） 当会の名誉をき損し、及び信用を損なうもの 

（４） 第三者を誹謗、中傷し、及び不利益を与えるもの 

（５） 営利を目的とするもの、ただし、理事会で掲載の承認が認められたものを除く 

（６） 政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの 

（７） 第１条の目的を逸脱するもの 

（８） 容量、動作環境等の都合で掲載できないと判断したもの 



 

 

第６条 リンクの制限・基準 

（１） 第三者のホームページが当会ホームページにリンクする場合は、関連団体、公共団

体、賛助会員もしくは社会的な利便に供することを目的とした組織の公式ホームペ

ージに限定する。また、当会ホームページへのリンク先は原則トップページとする。 

（２） 当会ホームページが第三者のホームページにリンクする場合は、本規程に則り管理

者が許可したもので、かつリンク先から許可を得たものとする。 

（３） リンクの追加、削除等の移動があった場合、当会ホームページの管理者に遅滞なく

通知するものとする。 

 

第７条 個人情報の保護 

 個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行わなければならな 

 い。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、 

この限りでない。 

（１）個人名等の掲載は、必要最小限に留めること 

（２）個人を識別できる写真及び映像は、本人が不利益を被ることがないことが明らかな 

場合を除き掲載しないこと 

（３）個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと 

 

第８条 著作権 

 当会ホームページに掲載した写真及び記事の著作権は、一般社団法人高知県作業療法士 

会に帰属する。何者も掲載写真・記事の無断転載を一切禁止する。 

 

第９条 免責事項 

当会ホームページにリンクしたことで第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先ホ 

ームページ管理者において解決するものとし、一般社団法人高知県作業療法士会は一切 

責任を負わない。 

 

第１０条 ホームページの安全管理 

当会ホームページのセキュリティ対策を十分に行い、外部からの不正侵入及び改ざん等 

を受けた場合は次の各号により迅速かつ適切な対応を行う。 

（１） 管理者、各部局のホームページの担当者は不正侵入及び改ざん等の有無を確認す

るため、定期的に当会ホームページを確認する。 

（２） 不正侵入及び改ざん等を発見した者は、速やかに管理者に報告し指示を受ける。 

（３） 管理者は、不正侵入及び改ざん等を受けた場合は、当会ホームページのサービス

を停止するものとする。 



 

（４） 管理者は、不正侵入及び改ざん等の対策が終了した後は、速やかに当会ホームペ

ージを再開するものとする。 

（５） 管理者は、不正侵入及び改ざん等の対策が終了した後は会長へ経緯と状況を報告

し、必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づく被害届を

警察へ提出する。 

第１１条 別記 

      この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

第１２条 規程の改廃 

      この規程は必要に応じて理事会の決議によって変更することが出来る。 

 

附  則  

      この規程は、平成 28年 3月 14日から施行する。 

 

 

改 廃 履 歴 

版数 改版日 ページ 変更内容 

１ 平成 28年 3月 14日  初版 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


